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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 12月 5日 (2006.12.5)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
  分 注 チ ッ プ が 着 脱 可 能 に 装 着 さ れ 、 所 定 の 分 注 位 置 で 所 定 の 液 体 を 吸 引 お よ び 排 出 す る
分 注 手 段 と 、
  前 記 分 注 手 段 を 移 送 す る 移 送 手 段 と 、
  前 記 移 送 手 段 を 制 御 す る 制 御 部 と を 備 え 、
  前 記 制 御 部 は 、 前 記 移 送 手 段 に よ る 前 記 分 注 手 段 の 移 送 期 間 に 前 記 分 注 チ ッ プ が 前 記 分
注 手 段 に 装 着 さ れ て い る か 否 か を 監 視 し 、 そ の 監 視 結 果 に 基 づ い て 前 記 移 送 手 段 を 制 御 す
る 、 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
  前 記 移 送 期 間 は 、 前 記 移 送 手 段 が 前 記 分 注 手 段 を 移 送 し て い る 期 間 、 お よ び 、 前 記 移 送
手 段 が 移 送 の 途 中 で 停 止 し て い る 期 間 を 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
  前 記 分 注 チ ッ プ が 載 置 さ れ る 分 注 チ ッ プ 載 置 部 と 、
  前 記 分 注 チ ッ プ が 廃 棄 さ れ る 分 注 チ ッ プ 廃 棄 部 と 、
  所 定 の 液 体 が 収 容 さ れ た 第 １ 容 器 を 載 置 す る 第 １ 容 器 載 置 部 と 、
  前 記 所 定 の 液 体 が 分 注 さ れ る 第 ２ 容 器 を 載 置 す る 第 ２ 容 器 載 置 部 と を さ ら に 備 え 、   前
記 分 注 手 段 は 、 前 記 分 注 チ ッ プ が 装 着 さ れ た 状 態 で 前 記 第 １ 容 器 か ら 前 記 液 体 を 吸 引 し て
前 記 第 ２ 容 器 に 前 記 液 体 を 排 出 し 、
  前 記 移 送 手 段 は 、 前 記 分 注 手 段 を 前 記 分 注 チ ッ プ 載 置 部 か ら 前 記 第 １ 容 器 載 置 部 お よ び
前 記 第 ２ 容 器 載 置 部 を 経 由 し て 前 記 分 注 チ ッ プ 廃 棄 部 へ と 移 送 し 、
  前 記 制 御 部 は 、 前 記 分 注 手 段 が 前 記 分 注 チ ッ プ 載 置 部 か ら 前 記 第 １ 容 器 載 置 部 お よ び 前
記 第 ２ 容 器 載 置 部 を 経 由 し て 前 記 分 注 チ ッ プ 廃 棄 部 へ 移 送 さ れ る 第 １ の 前 記 移 送 期 間 に 、
前 記 分 注 チ ッ プ が 前 記 分 注 手 段 に 装 着 さ れ て い る か 否 か を 監 視 し 、 そ の 監 視 結 果 に 基 づ い
て 前 記 移 送 手 段 を 制 御 す る 、 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
  前 記 分 注 チ ッ プ が 前 記 分 注 手 段 に 装 着 さ れ て い る か 否 か の 監 視 は 、 静 電 容 量 を 監 視 す る
こ と に よ っ て 行 わ れ る 、 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
  前 記 分 注 チ ッ プ は 導 電 性 を 有 す る 、 請 求 項 ４ に 記 載 の 分 析 装 置 。



【 請 求 項 ６ 】
  前 記 分 注 チ ッ プ が 前 記 分 注 手 段 に 装 着 さ れ て い る か 否 か の 監 視 は 、 所 定 時 間 毎 に 行 わ れ
る 、 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
  前 記 所 定 時 間 は 、 １ 秒 以 下 で あ る 、 請 求 項 ６ に 記 載 の 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
  前 記 制 御 部 は 、 前 記 移 送 期 間 に 前 記 分 注 チ ッ プ が 前 記 分 注 手 段 に 装 着 さ れ て い な い と 判
断 す る と 、 前 記 分 注 手 段 を 原 点 位 置 に 移 送 さ せ る よ う 前 記 移 送 手 段 を 制 御 す る 、 請 求 項 １
～ ７ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
  前 記 移 送 手 段 は 、 前 記 分 注 手 段 を 前 記 分 注 チ ッ プ 廃 棄 部 か ら 前 記 分 注 チ ッ プ 載 置 部 へ と
さ ら に 移 送 し 、
  前 記 制 御 部 は 、 前 記 分 注 手 段 が 前 記 分 注 チ ッ プ 廃 棄 部 か ら 前 記 分 注 チ ッ プ 載 置 部 に 移 送
さ れ る 第 ２ の 前 記 移 送 期 間 に 、 前 記 分 注 チ ッ プ が 前 記 分 注 手 段 に 装 着 さ れ て い る か 否 か を
監 視 し 、 そ の 監 視 結 果 に 基 づ い て 前 記 移 送 手 段 を 制 御 す る 、 請 求 項 ３ ～ ８ の い ず れ か １ 項
に 記 載 の 分 析 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
  前 記 制 御 部 は 、 前 記 分 注 手 段 が 前 記 分 注 チ ッ プ 廃 棄 部 か ら 前 記 分 注 チ ッ プ 載 置 部 へ と 移
送 さ れ る 前 記 第 ２ の 移 送 期 間 に 前 記 分 注 チ ッ プ が 前 記 分 注 手 段 に 装 着 さ れ て い る と 判 断 す
る と 、 前 記 分 注 手 段 を 原 点 位 置 に 移 送 さ せ る よ う に 前 記 移 送 手 段 を 制 御 す る 、 請 求 項 ９ に
記 載 の 分 析 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
  前 記 制 御 部 は 、 前 記 分 注 チ ッ プ が 前 記 第 １ 容 器 に 挿 入 さ れ た と き の 静 電 容 量 を 監 視 す る
こ と に よ っ て 、 前 記 第 １ 容 器 に 所 定 量 以 上 の 前 記 液 体 が 収 容 さ れ て い る か 否 か を 監 視 し 、
そ の 監 視 結 果 に 基 づ い て 前 記 移 送 手 段 を 制 御 す る 、 請 求 項 ３ ～ １ ０ の い ず れ か １ 項 に 記 載
の 分 析 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
  前 記 分 注 チ ッ プ が 載 置 さ れ る 分 注 チ ッ プ 載 置 部 と 、
  前 記 分 注 チ ッ プ が 廃 棄 さ れ る 分 注 チ ッ プ 廃 棄 部 と を さ ら に 備 え 、
  前 記 移 送 期 間 は 、 前 記 分 注 チ ッ プ 廃 棄 部 の 上 方 か ら 前 記 分 注 チ ッ プ 載 置 部 の 上 方 ま で 前
記 分 注 手 段 が 移 送 さ れ る 期 間 を 含 む 、 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 分 析 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
  

  
  
　

　

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
  上 記 一 の 局 面 に よ る 分 装 置 に お い て 、 好 ま し く は 、 分 注 チ ッ プ が 載 置 さ れ る 分 注 チ ッ
プ 載 置 部 と 、 分 注 チ ッ プ 載 置 部 が 廃 棄 さ れ る 分 注 チ ッ プ 廃 棄 部 と を さ ら に 備 え 、 移 送 期 間
は 、 分 注 チ ッ プ 廃 棄 部 の 上 方 か ら 分 注 チ ッ プ 載 置 部 の 上 方 ま で 分 注 手 段 が 移 送 さ れ る 期 間
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分 注 チ ッ プ が 着 脱 可 能 に 装 着 さ れ 、 所 定 の 分 注 位 置 で 所 定 の 液 体 を 吸 引 お よ び 排 出 す る
分 注 手 段 と 、

前 記 分 注 手 段 を 移 送 す る 移 送 手 段 と 、
前 記 移 送 手 段 を 制 御 す る 制 御 部 と 、
前 記 移 送 手 段 に よ る 前 記 分 注 手 段 の 移 送 期 間 に 前 記 分 注 チ ッ プ が 前 記 分 注 手 段 に 装 着 さ

れ て い る か 否 か を 監 視 す る 監 視 手 段 と 、
前 記 監 視 手 段 に よ り 、 前 記 移 送 手 段 に よ る 前 記 分 注 手 段 の 移 送 期 間 に 前 記 分 注 チ ッ プ が

前 記 分 注 手 段 か ら 外 れ て い る と 判 断 さ れ た 場 合 に 、 エ ラ ー 表 示 を 行 う 表 示 手 段 と を 備 え る
分 析 装 置 。

析



を 含 む 。 こ の よ う に 構 成 す れ ば 、 分 注 手 段 が 分 注 チ ッ プ 廃 棄 部 の 上 方 か ら 分 注 チ ッ プ 載 置
部 の 上 方 ま で 移 送 さ れ る 期 間 に 分 注 チ ッ プ が 外 れ て い な い 場 合 を 検 知 す る こ と が で き る 。
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ま た 、 本 発 明 の 第 二 の 局 面 に よ る 分 析 装 置 は 、 分 注 チ ッ プ が 着 脱 可 能 に 装 着 さ れ 、 所 定
の 分 注 位 置 で 所 定 の 液 体 を 吸 引 お よ び 排 出 す る 分 注 手 段 と 、 前 記 分 注 手 段 を 移 送 す る 移 送
手 段 と 、 前 記 移 送 手 段 を 制 御 す る 制 御 部 と 、 前 記 移 送 手 段 に よ る 前 記 分 注 手 段 の 移 送 期 間
に 前 記 分 注 チ ッ プ が 前 記 分 注 手 段 に 装 着 さ れ て い る か 否 か を 監 視 す る 監 視 手 段 と 、 前 記 監
視 手 段 に よ り 、 前 記 移 送 手 段 に よ る 前 記 分 注 手 段 の 移 送 期 間 に 前 記 分 注 チ ッ プ が 前 記 分 注
手 段 か ら 外 れ て い る と 判 断 さ れ た 場 合 に 、 エ ラ ー 表 示 を 行 う 表 示 手 段 と を 備 え る 。
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